
学校生活のきまり 

 

１ 出席・登校・下校について 

 ・朝は８時２０分までに登校し、自席に座り、８時２５分の出欠確認を待つ。 

  朝礼の場合は体育館で８時２５分に出欠確認を行う。 

・欠席・遅刻・早退の場合は、保護者から電話または Home＆School で学校へ連絡する。電話の場合は、

８時から８時１０分までの間に保護者から学校へ連絡する。 

 ・朝学活以降に登校してきた場合は、一度職員室に報告に行ってから授業に向かう。 

 ・事前に遅刻、早退が分かっている場合は、保護者が生徒手帳に記入して学級担任に連絡する。 

急な早退の場合は教科の先生に連絡する。また、安全確認のため家庭に着いたら、学校に連絡する。 

・早朝活動は、７時３０分から８時０５分までとする。７時３０分前に登校しない。 

 ・登下校の途中に寄り道をしない。自転車での登下校は禁止する。 

・登校後の外出は許可なくしてはならない。忘れ物も取りに帰ってはいけない。 

・正門は授業時間中は閉まっているので、遅刻してきた場合は、インターホンを押して開けてもらう。

西門は、登校時間のみ開門している。 

 

○登下校のときは、先生や友達に明るくあいさつをしよう。また、常に交通安全に気を配
り、事故に巻き込まれないようにしよう。友だちと、広がって歩かない、大声で話さな
いなど、マナーを意識して行動しよう。 

 

２ 服装・身だしなみについて 

 ・原則として本校指定の標準服を着用する。 

 ・行事・式事のときにはブレザーを着用する。気温に応じてブレザーを脱いで校内生活を送って良い。

ブレザーの前のボタンは閉める。 

 ・ワイシャツは白で飾りのないものとする。その他、ボタンダウン等は着用しない。 

・ネクタイは、常時着用する。なお、第一ボタンは見えないようにきちんと着用する。 

・アンダーシャツは常に着用する。無地で目立たない色とする。 

・ソックスの色は紺、黒、グレー、白の無地もしくはワンポイントおよびラインソックスとし、くるぶし

が完全に隠れるものを履く。ただし、入学式、卒業式のときのソックスは紺色の無地とする。ルーズ

ソックスは着用しない。 

・スラックスにはベルトをする。色は黒、紺、茶系とし、派手でないものとする。 

・スカートの丈は、膝がかくれる程度とする。 

・通学靴は運動靴（色は自由）、または革靴（黒・茶）とする。 

・上履きは学校指定のものとする。かかとに記名する。 

・カバンは特に指定はない。リュックなどの両手が空くものが好ましい。 

・ネクタイ、上履きの忘れ物については職員室で借りることができる。下校時に返却をすること。 

 

夏の服装 

 ・学校指定のポロシャツとする。ポロシャツの第２ボタンを外さない。白のＹシャツも可。 

 ・夏服期間で急に気温が下がる等、寒い日は学校指定のジャージを着用してよい。 

 

その他の服装について 

・セーターは、学校指定のセーターのみとする。 

・防寒着は黒、紺、グレーの単色とする。華美なデザインでないもので、かさばらないものとする。 

・防寒具として、マフラー、ネックウォーマー、手袋はよい。帽子・耳あては禁止とする。 

スカートの下に黒いタイツを着用してもよい。 

・冬服期間ジャージ登校の場合、防寒着としてトレーナー等を着用してよい。裾や袖がジャージから出

ないようにする。フード付きのものは禁止とする。 

・部活動の朝練は、部活着登校を認める。標準服を忘れないように注意する。 

  ・再登校時や休日の登校も標準服、又は学校体育着を着用する。ただし、部活動の再登校は部活着でも

良い。 

 



身だしなみなど 

 ・頭髪は清潔にし、整髪料は使用しない。肩より長い髪は編むか結ぶ。ヘアピン髪ゴムのみ使用可とし、

色は黒、紺、茶とする。 

・化粧はせず、まゆ、爪等の加工をしない。 

・リップクリームやハンドクリーム、日焼け止め等の使用は無香料・無着色に限る。 

・汗ふきシートは使用不可。 

 

〇常に清潔感のある身だしなみを心掛けよう。 
 

 

３ 所持品について 
 ・持ち物には必ず学年・組・氏名をはっきり書いておく。上履きは、かかとに氏名（苗字）を書く。 

・学校生活に必要でないものは持ち込まない。菓子類、化粧品、装飾品、ゲーム類、携帯電話など。 

  は禁止とする。カッター、ハサミについては安全配慮のため持参しない。 

 ・現金は原則として持ってこない。やむ得ない理由で持ってきたときは、朝のうちに担任に預ける。 

 ・不要物を持ってきた場合は、保護者に直接返却するまで学校保管扱いを基本とする。 

 ・授業の道具の貸し借りはしない。 

 ・生徒証は必ず携帯する。紛失した場合は、自己負担。 

  ・腕時計は持ってきてもよいが自己管理とする。 

 ・部活動時には、荷物を活動場所に持っていく。（着替えは更衣室で行い、服は活動場所へ持って行く） 

 ・長期休み前は、原則個人の私物（ロッカーの物、机の中・横、上履きなど）は持ち帰る。 

・落とし物や忘れ物があった場合は、配布物ロッカーの上にある落し物ケースに保管される。 

自分の物があった場合は、先生に申し出る。ケース内の物は、長期休みに処分される。 

 ・水筒は持ってきてもよい（ペットボトルは禁止）。中身は、湯茶、スポーツドリンク、水とする。水筒

はロッカーにしまう。机の上などに置きっぱなしにしないこと。 

 

 〇持ち物には記名をしよう。落し物をしたら、すぐに先生に連絡し、落し物ケースを確
認しよう。落としたまま、無くしたままにしないこと。 

 

４ 校内生活について 

・１０分休みはトイレや次の授業の準備にあて、教室移動を完了し、チャイム着席をしっかりと行う。 

 原則として、授業中にロッカーや教室に忘れ物を取りに行かない。 

・授業中、机の上には水筒を置かない。 

 ・授業の始めと終わりには、きちんとあいさつをする。 

 ・先生や来訪者に会った時には、あいさつをし、生徒間でも礼儀を正しくしよう。 

 ・廊下や階段の通行では広がって歩いたり、走ったりして周囲に迷惑かけないよう、お互いの安全に十

分配慮しよう。 

  ・ベランダを通っての移動については３階は昼休みの図書室への移動のみ可。４階は教科教室から次の

授業の教科教室への移動のみ可とする。教室を通り道にしない。 

・職員室に入室のときは、カバンを置き、服装を整え（防寒着など脱ぐ）、あいさつをして入室する。 

・上履きで外やラバーコートに出ない。 

・学習環境の美化に努め、汚れたまま、壊れたままにしておかない。校内の公共物（図書、器具、ガラ

ス、その他の校具）を紛失したり、壊したりした場合は、担当の先生に申し出る。 

・病気やけがをした場合は、担当の先生に連絡をして、保健室で応急手当を受ける。 

・給食当番の生徒は、白衣・白帽を着用し、配膳をする。また、週末には白衣を家に持ち帰り、洗濯し、

アイロンをかけ、翌週の最初の日に持参する。給食時は、食前の手洗いをすること。準備・片付けは

時間を守り、給食当番を中心に全員で協力して行おう。マナーを守り、みんなで楽しく食事をしよう。 

・ロッカーは自己管理し、常に施錠すること。 

 ・空きロッカーを無断で使用しない。 

 ・教科担当の先生から許可のあったもの以外は持ち帰る。ロッカーは使いやすいように、常に中身を整

えておこう。そのためにも、定期的に昼休みの時間などにロッカー内を整理整頓しよう。 

・ロッカーの上に荷物を置かない。 

 

〇５分前行動に努め、時間を守って生活しよう。 
〇言葉遣いは、常に正しく丁寧にしよう。 



〇校内の清掃はみんなで協力し、分担区域をきれいにするように心がけよう。 
〇公共物は大切に扱おう。 

 

５ 校外生活について 

  ・家庭生活に協力し、計画的な生活をしよう。 

・予習・復習の習慣をつけよう。学習に必要な物は前日のうちに整え、登校直前にあわてることのない

ようにしよう。 

・下校後に標準服のまま活動しない。（塾や習い事など） 

 ・学校に忘れ物を取りに来るときは職員室に報告をすること。最終下校時間には下校できるように遅く

ならないようにしよう。 

・外出に際しては、服装に気をつけ、必ず行き先、帰宅時間を保護者に伝えよう。 

 ・生徒間での金銭のやりとり、物品の売り買いは禁止する。 

 ・SNS のルールを守り安全に利用する。 

・不審者等や事件・事故に巻き込まれた場合は直ぐに警察、そして学校に連絡する。 

               目黒警察署少年係  03-3710-0110 

 目黒区立第一中学校 03-3466-6158 

 
〇常に一中生としての自覚をもって行動し、交通マナー・ルールを守ろう。 
〇危険な遊びや周りに迷惑をかけるようなことをしないようにお互いに注意しよう。 

 

６ 安全について 

 ・避難訓練に真剣に取り組み、万が一に備えよう。 

 ・大地震が起こったら ＊ヘルメットやカバン、本、衣類などで頭部を守ろう。 

①教 室…机の下にもぐり、脚をしっかり押さえる。窓から離れる。落下物・倒壊物に注意する。 

②体育館…頭を守る姿勢をとる。落下物に注意する。 

③校 庭…校庭中央に集まる。 

④プール…プールサイドに上がる。 

⑤登下校中…落下物・倒壊物に注意し低い姿勢をとる。周りの状況（車や自転車）を把握する。 

 

〇緊急地震速報を聞いたら、周囲の状況に応じて、あわてずに身の安全を確保する。 

 

７ 諸願・諸届について 

・通学証明書、在学証明書が必要な場合は、学級担任に申し出る。 

・乗車割引証が必要な場合は、事務室に申し出る。 

・転居等があった時は、すぐに転居届を学級担任に届け出る。 

 ・転校する場合は所定の用紙に記入の上、転校届を提出する。その時諸会費、積立金を精算する。 

 

８ その他 

 ・学校休業日に昼食をとる場合は、弁当を持参するか再登校をする。買い物に出ることは禁止する。 

・ブレザーのボタンを無くした 場合は、学校で購入できる。 

 

 標準服ブレザーの表ボタン １個２１０円 

標準服ブレザーの裏ボタン １個  ２０円 

税込 


